
 

定例監査の結果（令和７年 10 月 31 日決定分） 

 

第１　監査の概要 

　１　監査の趣旨 

　　　定例監査は、地方自治法第 199 条の規定に基づき、広島県監査委員監査基準（以下「監査基準」

という。）第２条第１項第１号に規定する財務監査及び同項第２号に規定する行政監査を実施する

もので、県の事務及び事業の全般を対象とし、事務の執行及び経営に係る事業の管理について、

合規性、正確性の観点に加え、経済性、効率性及び有効性の観点にも留意の上、監査基準に準拠

して実施した。 

なお、県が実施する工事等を対象として監査を実施する場合は、上記のほか、計画、設計、積

算、施工等の各段階において、主として技術面から当該工事等が適正に行われているかについて

も監査した。 

 

　２　監査の実施内容 

　　　監査は、実地監査の方法により執行した。 

実地監査は、監査委員が監査対象機関へ出向き、提出された監査資料を基に、令和６年度から

監査日までの事務・事業の中から抽出の方法により、関係諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関

係者からの事情聴取等を行い、実施した。 

 

　３　監査対象機関 

　　　監査対象機関は、次表のとおり。 

 

４　監査執行者 

　　令和７年６月 30 日までの監査執行者は、次の４人である。 

　　小林　秀矩、山下　智之、門前　智、三田　利江子 

 

第２　監査の結果 

　　監査の結果は、次のとおりである。 

 

 番号 機関名 監査実施日 職員調査日
監査の 
方法

 
１ 県立三次看護専門学校 令和７年６月６日 令和７年５月 22 日 実地

 
２ 広島港湾振興事務所 令和７年６月 17 日 令和７年５月 29 日 実地

 
３ 県立世羅高等学校 令和７年６月 10 日 令和７年６月 10 日 実地
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【監査の結果の区分に係る注釈】 

監査の結果の区分については、法令等に違反し又は不当であることが明らかであり、速やかに

是正を求めるものを「指摘事項」として、また、業務の執行等において改善を求めるもの及び長

期未納のうち改善を求める必要があるものを「改善を求める事項」として区分している。 

このほか、業務の執行等において検討を要請するものは、「検討要請事項」としている。



　１　県立三次看護専門学校　 

 

（１）機関の概要 

　　ア　主な業務　　看護師の養成 

　　イ　所在地　　　三次市東酒屋町 10518－１ 

　　ウ　組織体制　　２課（総務課、教務課） 

　　エ　職員数（令和７年５月１日現在） 

　　　現員　32 人（うち暫定再任用職員数　２人） 

　　　　　　　　　　会計年度任用職員数　３人 

　　オ　学生の状況 

　（注）・「学科・学年」の学生数等は、令和７年５月１日現在である。 

・「卒業生の進路状況」は、令和６年度卒業者（令和７年３月末現在）である。 

　　　　　  ・「就職」の状況は、看護師として医療関係機関に就職した者である。 
 
（２）監査の結果 

「監査の趣旨」及び「監査の実施内容」のとおり監査した限りにおいて、次のとおり重要な

点において指摘事項があった。 

 

　　【指摘事項】 

　　　郵便切手類の管理について 

郵便切手類の管理について、次のとおり不適正な事務処理があった。適正な事務処理に努め

られたい。 
　　　ア　郵便切手類の管理について、調査日現在における郵便切手類出納簿に記載の枚数と実際

の保管枚数が一致していなかった。 
　　　イ　郵便切手類出納簿について、払出しの際の決裁及び受領の押印等が行われていなかった。 

 課    程 全日制

 
学科・学年等

第一看護学科 第二看護学科
計

 １ ２ ３ 計 １ ２ 計

 総定員（人） 60 60 60 180 20 20 40 220

 学生数（人） 52 44 63 159 4 9 13 172

 充足率（％） 86.7  73.3  105.0  88.3 20.0 45.0 32.5 78.2

 

進
学
就
職

大学・短大 2 人(  3.6％） 0 人(  0.0％) 2 人(  3.2％)

 専修・各種 2 人(  3.6％) 0 人(  0.0％) 2 人(  3.2％)

  就　職 50 人( 89.2％）      7 人(100.0％） 57 人( 90.4％)

 その他　　　　　       2 人(  3.6％)       0 人(  0.0％) 2 人(  3.2％)

 根　拠 広島県物品管理規則第 41 条



　２　広島港湾振興事務所　 

 

（１）機関の概要 

ア　主な業務　　広島港整備計画の推進 

　　　　　　　　　　港湾、漁港及び海岸保全施設に関する工事の調査、設計及び実施 

　　　　　　　　　　港湾区域、漁港区域、海岸保全区域、臨港地区、公有水面等の管理 

          　        広島ヘリポートに関する事務のうち管理及び技術的事項 

イ　所在地　　　広島市南区宇品海岸二丁目 23 番 53 号 

ウ　組織体制　　３課１班（総務課、港営課、工務課、事業調整特別班） 

エ　職員数（令和７年４月１日現在） 

　　　現員　48 人（うち暫定再任用職員数　２人） 

　　　　　　　　会計年度任用職員数　６人 

オ　所管する港湾、漁港、海岸及びヘリポート 

　　　　　　　　　　広島港、小用港、鹿川港、中田港、三高港、草津漁港、五日市漁港、 

広島市似島海岸（地先海面を含む。）及び広島ヘリポート 

 

（２）監査の結果 

「監査の趣旨」及び「監査の実施内容」のとおり監査した限りにおいて、概ね監査基準第 15

条第２項第１号及び第２号のとおりであり、重要な点において指摘事項等はなかった。 



　３　県立世羅高等学校　 

 

（１）機関の概要 

　　ア　主な業務　　教育基本法に基づく高等学校教育の実施 

　　イ　所在地　　　世羅郡世羅町本郷８７０ 

　　ウ　教職員数（令和７年５月１日現在） 

本務者数　43 人（うち暫定再任用職員数　0 人） 

会計年度任用職員数　38 人 

　　　エ　生徒の状況 

 

（注）・「学科・学年等」の生徒数等は、令和７年５月１日現在の状況である。 

　　　　　 ・「退学者」、「休学者」、「進学就職」は、令和６年度（令和７年３月末現在）の状況で

ある。 

　　 　  ・「退学者」の（　）内は、退学者のうち、休学後に退学した者の再掲である。 

 

 

 課　　程 全 日 制

 
学科・学年等

普通科 生活福祉科 農業経営科

 １ ２ ３ 計 １ ２ ３ 計 １ ２ ３ 計

 総定員（人） 80 80 80 240 40 40 40 120 40 40 40 120

 生徒数（人） 47 62 49 158 18 18 15 51 33 23 21 77

 充足率（%） 58.8 77.5 61.3 65.8 45.0 45.0 37.5 42.5 82.5 57.5 52.5 64.2

 退学者（人） ０（０） ０（０） ０（０）

 休学者（人） ０ ０ 1

 
進 

学 

就

職

大学・短大 34 人（73.9%） ６人（30.0%） １人（ 8.3%）

 専修・各種 10 人（21.7%） ８人（40.0%） ４人（33.3%）

 就　職 ２人（ 4.3%） ６人（30.0%） ７人（58.3%）

 その他 ０人（ 0.0%） ０人（ 0.0%） ０人（ 0.0%）

 課　　程 全 日 制

 
学科・学年等

合　計

 １ ２ ３ 計

 総定員（人） 160 160 160 480

 生徒数（人） 98 103 85 286

 充足率（%） 61.3 64.4 53.1 59.6

 退学者（人） ０（０）

 休学者（人） 1

 
進 

学 

就

職

大学・短大 41 人（52.6%）

 専修・各種 22 人（28.2%）

 就　職 15 人（19.2%）

 その他 ０人（ 0.0%）



（２）監査の結果 

「監査の趣旨」及び「監査の実施内容」のとおり監査した限りにおいて、概ね監査基準第 15

条第２項第１号及び第２号のとおりであり、重要な点において指摘事項等はなかった。 

　　　



　１　県立総合技術研究所保健環境センター　 

 

（１）機関の概要 

　　ア　主な業務　　公衆衛生の確保及び生活環境の保全、保有技術から産業技術振興のための応

用技術の開発 

　　イ　所在地　　　広島市南区皆実町一丁目６番 29 号 

　　ウ　組織体制　　３部（総務企画部、保健研究部、環境研究部） 

　　エ　職員数（令和７年４月１日現在） 

　　　　　　　　　　現員　　37 人（うち暫定再任用職員数　　２人） 

　　　　　　　　　　会計年度任用職員数　　０人 

 

（２）監査の結果 

　　　「監査の趣旨」及び「監査の実施内容」のとおり監査した限りにおいて、概ね監査基準第 15

条第２項第１号及び第２号のとおりであり、重要な点において指摘事項等はなかった。 

令和 7 年 7 月 31 日決定分の訂正
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令和７年度定例監査の結果報告（第２回）について 

令和７年 11月 25日 
監 査 委 員 

 

１　令和７年度定例監査結果（令和７年５月22日～令和７年10月31日までに実施した団体等）の概要 
　　 

（１）実施機関数  

 

（２）機関別監査結果  

※一つの機関に複数の指摘等をしている場合がある。 
 

　（３）性質別監査結果 

 

２　主な指摘事項 

（１）郵便切手類の管理について 

郵便切手類の管理について、郵便切手類出納簿に記載の枚数と実際の保管枚数が一致していなか

ったもの。 

（２）郵便切手類出納簿について 

郵便切手類出納簿について、払出しの際の決裁及び受領の押印等が行われていなかったもの。 
 

〔参　考〕指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項の区分（すべて公表事項） 

 

 
実施機関

今回公表分 

(第 ２ 回 )

監 査 実 施 分 

（ 第 １ 回 ）

監 査 実 施 

予 定 分
合　計

 県　の　機　関 ３ 15 51 69
 合 計 ３ 15 51 69

 

　所　管

監査対象機関数 監査結果
 うち指摘 

事項等を 
付した機関

指摘事項
改善を求
める事項

検討要請 
事項

 知事部局等 ２ １ ２ ０ ０
 教育委員会 １ ０ ０ ０ ０
 警 察 本 部 ０ ０ ０ ０ ０
 合 計 ３ １ ２ ０ ０

 

内　　　　容 指摘事項
改善を求
める事項

検討要請
事項

 収入（長期未納（滞納繰越分）など） ０ ０ ０

 支出（委託業務や物品購入の契約事務など） ０ ０ ０

 財産（行政財産の使用許可、現金及び物品の管理など） ２ ０ ０

 工事（工事や補償に係る事務など） ０ ０ ０

 その他 ０ ０ ０

 
合　　　　計 ２ ０ ０

 区　分 内　容 対　応
 

指摘事項
・法令等に違反し又は不当であることが明らかであり、

速やかに是正を求めるもの（※軽微なものを除く）
措置状況を求める  

改善を求める事項
・業務の執行等において改善を求めるもの 

・長期未納のうち改善を求める必要があるもの
 

検討要請事項 ・業務の執行等において今後検討を要請するもの 措置状況を求めない

概　要　版
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３　監査対象機関別の監査結果について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件） 

 

４　監査結果の概要 

 
所管 対象機関名 指摘事項

改善を求
める事項

検討要請
事項

 １
知事部局等

県立三次看護専門学校 ２ ０ ０

 ２ 広島港湾振興事務所 ０ ０ ０

 ３ 教育委員会 県立世羅高等学校 ０ ０ ０

 合　　　計 ２ ０ ０

 
機関名 指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項

 

１ 県立三次看護専門学校

【指摘事項】 

　○　郵便切手類の管理について、郵便切手類出納簿に記載の枚数と実際

の保管枚数が一致していなかったもの 

　○　郵便切手類出納簿について、払出しの際の決裁及び受領の押印等が

行われていなかったもの 

【改善を求める事項】　なし 

【検討要請事項】　なし
 

２ 広島港湾振興事務所

【指摘事項】　なし 

【改善を求める事項】　なし 

【検討要請事項】　なし

 
３ 県立世羅高等学校

【指摘事項】　なし 

【改善を求める事項】　なし 

【検討要請事項】　なし


